
都道府県等による確認

情報公表未報告の事業所への対応

○ 利用者への情報公表、災害発生時の迅速な情報共有、財務状況の⾒える化の推進を図る観点から、障害福祉サービ
ス等情報公表システム上、未報告となっている事業所に対する「情報公表未報告減算」を創設する。

○ また、施⾏規則において、都道府県知事は、指定障害福祉サービス事業者等の指定の更新に係る申請があった際に、
情報公表に係る報告がされていることを確認することとする。

概要

減算単位

情報公表未報告減算【新設】
・100分の10に相当する単位数を減算
（療養介護、施設⼊所支援（施設⼊所支援のほか、障害者支援施設が⾏う各サービスを含む）、共同生活援助、宿泊型⾃⽴訓練、

障害児⼊所施設）
・100分の５に相当する単位数を減算
（居宅介護、重度訪問介護、同⾏援護、⾏動援護、重度障害者等包括支援、短期⼊所、生活介護、⾃⽴生活援助、⾃⽴訓練、

就労移⾏支援、就労継続支援、就労定着支援、計画相談支援、地域移⾏支援、地域定着支援、障害児相談支援、児童発達支援、
医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援（障害者支援施設が⾏う各サービス
を除く））

算定要件

【全サービス】

○ 障害者総合支援法第76条の３の規定に基づく情報公表に係る報告がされていない場合に、所定単位数を減算する。

○ 都道府県知事（指定都市⼜は中核市にあっては、当該指定都市⼜は中核市の市⻑）は、指定障害福祉サービス事業
者等の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から障害者総合支援法第76条の３の規定に基
づく情報公表に係る報告がされていることを確認するものとする。
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補⾜給付の基準費⽤額の⾒直し

○ ⼊所施設の食費・光熱水費の実費負担については、低所得者に対して、食費・光熱水費の実費負担をしても、少な
くとも手許に25,000円が残るよう、食費等基準費用額（54,000円）※１から所得に応じた負担限度額を控除した額を補
足給付として支給する。

補足給付の額
控除後認定収⼊額（※２）が
66,667円を超える場合

（⽉額）54,000円－負担限度額（⽉額）
負担限度額（⽉額）＝（66,667円－その他生活費の額）＋（控除後認定収⼊額－66,667円）

×50％
控除後認定収⼊額が
66,667円以下の場合

（⽉額）54,000円－負担限度額（⽉額）
負担限度額（⽉額）＝控除後認定収⼊額－その他生活費の額

生活保護受給者 （⽉額）54,000円

○ 基準費用額について、令和５年障害福祉サービス等経営実態調査結果等を踏まえ「55,500円」とする。

※２ ⼀⽉における、収⼊から税、社会保険料、就労収⼊を控除した額

※１ 食事・光熱水費にかかる平均費用

現⾏制度（20歳以上の障害者の場合）

基準費⽤額の⾒直し

負担限度額（実費負担）
39,000円

その他生活費
25,000円

控除後認定収⼊⽉額（64,000円）

負担額（実費負担）
54,000円 10,000円

控除後認定収⼊⽉額（64,000円）

補足給付額
15,000円

○補足給付がない場合※３

○現⾏の補足給付※３

食費等基準費⽤額
54,000円

食費等基準費⽤額
54,000円

※３ ⼊所施設対象者（60歳未満、控除後認定収⼊額（⽉額 64,000円）の場合）

手許に残るのは
10,000円

手許に少なくとも
25,000円

残るよう調整
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重度障害者が入院した際の特別なコミュニケーション⽀援の充実
①入院中の重度訪問介護利⽤の対象拡⼤

⼊院中に特別なコミュニケーション支援を⾏うための重度訪問介護の利用（現⾏は、障害支援区分６の利用者のみ）について、特別なコミュニケーション
支援を必要とする障害支援区分４及び５の利用者も対象とする。

②入院中の重度訪問介護利⽤における入院前の医療と障害福祉の連携した⽀援への評価

【医療機関との具体的な事前調整の内容】

（１）障害者本人、障害福祉サービス等事業者から医療機関への伝達事項
・入院する障害者の基本情報、利用している障害福祉サービス等
・入院する障害者の障害特性等の伝達 （障害の状態、介護方法（例：体位変換、
食事、排泄）など）
・障害者本人の入院中の生活・退院後の生活の希望
・重度訪問介護の制度（目的、内容）

（２）医療機関から障害福祉サービス等事業者への伝達事項
・医療機関の入院規則
・感染対策（体温等の確認、マスク装着の徹底）

（３）医療機関と障害福祉サービス等の調整
・看護師が行う業務と重度訪問介護従業者が行う業務の確認
（コミュニケーション支援の範囲の確認）

・障害特性を踏まえた病室等の環境調整や対応（ベッド等の配置など）
・重度訪問介護従業者の人数、勤務時間、勤務体制
・重度訪問介護従業者から医療機関への報告等の伝達方法

関係者による事前調整

医療と福祉の連携

相談支援
専門員 重度訪問介護事業所

職員（サービス提供
責任者、管理者、重度

訪問介護従業者)

医療機関
職員（医師、看護
師、事務員等）

※福祉関係者は重
度訪問介護事業所
のみの場合あり。

障害者本⼈

入院前

※この他、訪問介護
等の関係者も参加
する場合あり。

重度訪問介護利用者が重度訪問介護従業者の付添いにより⼊院する際、その⼊院前に、重度訪問介護事業所の職員と医療機関の職員が事前調整を⾏った
場合、当該重度訪問介護事業所が医療機関と連携した支援について評価する。

【現⾏】
・重度訪問介護利用者で特別なコミュニケーション支援を必要と

する障害支援区分６の障害者

【⾒直し後】
・重度訪問介護利用者で特別なコミュニケーション支援を必要と

する障害支援区分４・５・６の障害者

【新設】⼊院時支援連携加算 300単位を加算（⼊院前に１回を限度）

入院中の重度訪問介護利⽤における医療と福祉の連携（イメージ）
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生活介護における⽀援の実態に応じた報酬の⾒直し
① 基本報酬区分の⾒直し（サービス提供時間ごとの基本報酬の設定・福祉専⾨職員配置等加算の算定方法の⾒直し）
○ 基本報酬は営業時間で設定されているが、利用者ごとのサービス提供の実態に応じた報酬体系とするため、基本報酬の設定については、障害支援区分ごと及び

利用定員規模に加え、サービス提供時間別に細やかに設定する。
○ なお、サービス提供時間については、医療的ケアが必要な者や盲ろう者など、障害特性等により利用時間が短時間にならざるを得ない者等の配慮として、

・ 個別支援計画に定めた標準的な支援時間で算定することを基本とすることなど⼀定の配慮を設ける。
・ 従業員の配置員数を算出する際に必要な前年度の平均利用者数の算出については、サービス提供時間を考慮する。（５時間以上７時間未満の利用者は、１⽇

0.75⼈として計算し、５時間未満の利用者は１⽇0.5⼈と計算する。例えば、短時間の利用者を午前・午後に分けて受け⼊れることも可能。）

③ 延⻑⽀援加算の拡充
○ 延⻑支援加算については、生活介護の基本報酬をサービス提供時間で８時間以上９時間未満まで設定することから、９時間以上の支援を評価する。

※ 施設⼊所者については、延⻑支援加算は算定できない。

21

※利用定員21⼈以上30⼈以下の場合

② 基本報酬区分の⾒直し（利⽤定員規模ごとの基本報酬の設定）
○ 利用者数の変動に対して柔軟に対応しやすくすることで、小規模事業所の運営をしやすくするとともに、障害者支援施設からの地域移⾏を促進するため、障害者支

援施設と同様、利用定員ごとの基本報酬を10⼈ごとに設定する。あわせて、重症⼼身障害児者対応の多機能型事業所にも配慮した利用定員規模別の基本報酬を設
定する。

福祉専⾨職員配置等加算（Ⅲ）
６単位/日

常勤職員が多く配置されている
ことや、常勤職員の勤続年数が
⻑いことを適切に評価するため、
福祉専門職員配置等加算（Ⅰ）
⼜は（Ⅱ）と福祉専門職員配置
等加算（Ⅲ）とを併給可とする。

（１）延⻑時間１時間未満の場合 61単位／⽇
（２）延⻑時間１時間以上の場合 92単位／⽇

（１）所要時間９時間以上10時間未満の場合 100単位／⽇
（２）所要時間10時間以上11時間未満の場合 200単位／⽇
（３）所要時間11時間以上12時間未満の場合 300単位／⽇
（４）所要時間12時間以上 400単位／⽇

【現⾏】
【⾒直し後】

サービス提供時間 障害支援区分
区分6 区分5 区分4 区分3 区分2以下

3時間未満 449単位 333単位 228単位 204単位 185単位
３時間以上〜４時間未満 575単位 427単位 293単位 262単位 236単位
４時間以上〜５時間未満 690単位 512単位 351単位 313単位 284単位
５時間以上〜６時間未満 805単位 597単位 409単位 366単位 332単位
６時間以上〜７時間未満 1,120単位 833単位 570単位 510単位 463単位
７時間以上〜８時間未満 1,150単位 854単位 584単位 523単位 475単位
８時間以上〜９時間未満 1,211単位 915単位 646単位 584単位 536単位

④ 食事提供加算の⾒直し
○ 通所系サービスにおける食事提供加算について栄養⾯を評価しつつ経過措置を延⻑【令和9年3⽉31⽇まで延⻑】
【現⾏】収⼊が⼀定額以下の利用者に対して、事業原則として当該施設内の調理室を使用して、食事の提供を⾏った場合に所定単位数を加算する
【⾒直し後】現⾏の要件に加え、①管理栄養士等が献⽴作成に関与または献⽴の確認を⾏い、②利用者ごとの摂食量の記録、③利用者ごとの体重の記録を⾏った場合に、

所定単位数を加算する

118



医療的ケア児の成⼈期への移⾏にも対応した医療的ケアの体制の充実等
サービス名 項目 改定概要

生活介護 常勤看護職員等加配加算の⾒直し 医療的ケア児の成⼈期への移⾏にも対応した体制を整備するため、常勤看護職員等配置加算に
ついて、看護職員の配置⼈数に応じた評価に⾒直し。

⼈員配置体制加算の拡充 医療的ケアが必要な者など、重度の障害者に対する体制を整備するため、より手厚く⼈員を配
置した場合の評価の拡充。

喀痰吸引等実施加算【新設】 登録特定⾏為事業者の認定特定⾏為業務従事者が、喀痰吸引等を実施した場合の加算を創設

⼊浴支援加算【新設】 医療的ケアが必要な者等への⼊浴支援を提供した場合の加算の創設。

基本報酬の⾒直し
（主に重症⼼身障害児者対応の多機能型
事業所）

重症⼼身障害児者対応の多機能型事業所にも配慮した利用定員規模別の報酬設定を⾏うため、
５⼈以下、６〜10⼈以下の区分を創設。

障害者⽀援施設 夜間看護体制加算の⾒直し ⼊所者への医療的ケアの対応状況を踏まえ、看護職員の配置⼈数に応じた評価に⾒直し。

通院支援加算【新設】 医療的ケアが必要な者等が医療機関に通院する頻度が高くなっているため、通院に係る支援を
実施した場合の加算を創設。

短期入所 福祉型強化短期⼊所の類型の追加【新
設】

医療的ケア児者の⼊浴支援等、⽇中のみの支援ニーズに応えるサービス類型を創設。

医療的ケア対応支援加算及び重度障害
児・障害者対応支援加算の対象の拡充

福祉型短期⼊所サービスについて、医療的ケア児者を受け⼊れて対応している場合や、区分
５・６以上を多く受け⼊れている場合に、医療的ケア対応支援加算及び重度障害児・障害者対
応支援加算の対象とするよう⾒直し。

医療型短期⼊所受⼊前支援加算【新設】 医療型短期⼊所サービスの利用を希望する医療的ケア児者に対して、利用する前から、事前に
⾃宅へ訪問し、医療的ケアの手技等を確認した上で、新たに受け⼊れた場合の加算を創設。

緊急短期⼊所受⼊加算の単位数の⾒直し 短期⼊所における緊急時の受け⼊れについて、緊急時の受⼊体制構築を適切に評価する観点か
ら緊急短期⼊所受⼊加算による評価を⾒直し。

指定申請書類の簡略化 医療型短期⼊所サービスの指定申請において、介護⽼⼈保健施設の指定申請で提出している書
類と同様の内容の書類がある場合、省略可能とするよう⾒直し。

【⾒直し後】定員が11⼈以上20⼈以下 28単位／日 × 常勤換算員数 等

【⾒直し後】定員20⼈以下、従業者1.5:1以上 321単位／日 等

【新設】30単位／日

【新設】80単位／日

【新設】定員５⼈以下・区分６・所要時間７時間以上８時間未満の場合 1,672単位／日 等

【⾒直し後】60単位／日＋35単位／日 × １を超えて配置した⼈数

【新設】 17単位／日

【新設】福祉型強化特定短期入所サービス費（Ⅱ）（障害児向け）
区分３ 977単位／日 等

医療的ケア対応⽀援加算 120単位／日、重度障害児・障害者対応⽀援加算 30単位／日

【新設】 1,000単位／日（１回を限度）

【⾒直し後】福祉型 270単位／日、医療型 500単位／日
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障害者⽀援施設における地域移⾏を推進するための取組

① 運営基準の⾒直し（地域移⾏及び施設外の日中サービス利⽤の意向を確認）

② 基本報酬の⾒直し

○ 障害者支援施設から地域生活への移⾏を推進するため、運営基準の⾒直しや、報酬の⾒直し・拡充を⾏う。

〇 すべての施設⼊所者に対して、地域生活への移⾏に関する意向や施設外の⽇中活動系サービスの利用の意向について確認し、本⼈の希望に応じた
サービス利用になるようにしなければならないことを規定。

〇 また、以下の①、②の体制の整備を令和６年度から努⼒義務化。令和８年度から義務化するとともに、未対応の場合は減算の対象とする。
①地域移⾏及び施設外の⽇中サービスの意向確認を⾏う担当者を選任すること
②意向確認の記録や意向を踏まえた個別支援計画を作成することなど、意向確認のマニュアルを作成していること

【新設】
地域移⾏等意向確認体制未整備減算５単位／⽇

〇 利用定員の変更をしやすくするため、基本報酬の利用定員ごとの報酬設定を、10⼈ごとに設定。

〇 地域移⾏に向けた動機付け支援として、グループホーム等の⾒学や食事利用、地域活動への参加等を⾏った場合の評価の拡充。

〇 前年度において障害者支援施設から地域へ移⾏し、６か⽉以上地域での生活が継続している者が１名以上いる場合かつ⼊所定員を１名以上減らし
た実績を評価する加算を創設。

〇 送迎加算について、障害者支援施設と隣接していない⽇中活動系の事業所への送迎した場合には、施設⼊所者を加算の対象とするよう⾒直し。

利用定員 区分6 区分5 区分4 区分3 区分2以下

40⼈以下 459単位 387単位 312単位 236単位 171単位

41⼈以上
60⼈以下 360単位 301単位 239単位 188単位 149単位

61⼈以上
80⼈以下 299単位 251単位 201単位 165単位 135単位

81⼈以上 273単位 226単位 181単位 149単位 128単位

利用定員 区分６ 区分５ 区分４ 区分３ 区分２以下
40⼈以下 463単位 392単位 316単位 239単位 174単位
41⼈以上
50⼈以下 362単位 303単位 240単位 189単位 150単位

51⼈以上
60⼈以下 355単位 297単位 235単位 185単位 147単位

61⼈以上
70⼈以下 301単位 252単位 202単位 166単位 137単位

71⼈以上
80⼈以下 295単位 247単位 198単位 163単位 133単位

81⼈以上 273単位 225単位 181単位 150単位 129単位

【現⾏】 【⾒直し後】
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【新設】地域移⾏促進加算（Ⅱ） 60単位／⽇

【新設】地域移⾏支援体制加算 例︓利用定員が41⼈以上50⼈以下、区分６の場合 ９単位／⽇

③ 地域生活への移⾏を推進するための評価の拡充
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【新設】退居後共同生活援助サービス費・退居後外部サービス利⽤型共同生活援助サービス費 2,000単位/⽉ ＊退居後3ヶ⽉ ⾃⽴支援加算(Ⅰ)⼜は(Ⅲ)を算定した者が対象。

【新設】退居後ピアサポート実施加算 100単位/⽉ ＊退居後共同生活援助サービス費、退居後外部サービス利用型共同生活援助サービス費に加算

【現 ⾏】⾃⽴生活支援加算 500単位/回 ＊⼊居中2回、退居後1回を限度
【⾒直し後】（新設）⾃⽴生活⽀援加算(Ⅰ) １,000単位/⽉ ＊ 6ヶ⽉。個別支援計画を⾒直した上で支援を実施。介護サービス包括型、外部サービス利用型が対象。

（現⾏）⾃⽴生活支援加算(Ⅱ) 500単位/回 ＊⼊居中2回、退居後1回を限度。⽇中サービス支援型対象
（新設）⾃⽴生活⽀援加算(Ⅲ) 80単位/日 ＊移⾏支援住居。3年間。介護サービス包括型、外部サービス利用型において、共同生活住居単位で実施。

※ 利用者がグループホームの継続的な利用を希望している場合や意思の表明が十分に確認できていない場合、事業所や支援者の都合による場合等については、加算の対象外。

グループホーム
生活支援

グループホームを利用していく中で、
新たな生活の希望が出てきた場合
（期間の定めはない）

個別支援計画の見直し

自立支援加算（Ⅰ）

利用前に本人の希望する
生活や意思について共有

移行支援住居

入居前

＊サービス管理責任者は、ソーシャルワークの専門職（社会福祉士や精神保健福祉士）を常勤専従で７︓１以上で配置。
⽇中からの同⾏支援や会議体への参加等の居住の確保に関する支援、グループワークによる支援等を評価する。

入居中

個別支援計画を見直し
た上で、希望する生活
に向けて住居の確保等
の支援を受ける（６か月）

１ ． グ ル ー プ ホ ー ム 入 居 中 に 一 ⼈ 暮 ら し 等 を 希 望 し た 利 ⽤ 者 に 対 す る ⽀ 援

２ ． グ ル ー プ ホ ー ム 入 居 前 か ら 一 ⼈ 暮 ら し 等 を 希 望 す る 利 ⽤ 者 に 対 す る ⽀ 援

新しい暮らしに馴染むため、一定
期間、関係性のあるグループホー
ムの職員が訪問により支援
（３か月）

入居前

個別支援計画等の作成

個別支援会議等
本人の希望する生活や
意思について共有

個別支援計画等の作成

グループホームから希望する一⼈暮らし等に向けた⽀援の充実

個別支援会議

個別支援会議等

・介護サービス包括型
・外部サービス利用型

退居後共同生活援助サービス費

居宅介護等

退居後
ピアサポート

実施加算グループホーム
・移行支援住居の定員は

２人以上７人以下。

ピアサポート
実施加算グループワーク等

住まいの確保

一
⼈
暮
ら
し
等
へ

自立支援加算（Ⅲ）

３ ． 退 居 後 の ⽀ 援

居住支援法人・
協議会等との
連携・報告

同じ目的を持った仲間と共に
希望する生活を目指す住居の
確保や退居後の生活に向けた
支援を受ける（３年間）

①グループホーム入居中における一⼈暮らし等に向けた⽀援の充実

【新設】ピアサポート実施加算 100単位/⽉ ＊⾃⽴支援加算(Ⅲ)に加算
【新設】居住⽀援連携体制加算 35単位/⽉、地域居住⽀援体制強化推進加算 500単位/回（⽉1回を限度） ＊⾃⽴支援加算(Ⅰ)に加算

＊移⾏支援住居の⼊居者については、⾃⽴支援加算（Ⅲ）として⼀括して評価。

②グループホーム退居後における⽀援の評価
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共同生活援助における⽀援の実態に応じた報酬の⾒直し

①強度⾏動障害を有する者の受入体制の強化

② 基本報酬区分の⾒直し等
○ 障害支援区分ごとの基本報酬について、重度障害者の受⼊れなどサービスの支援内容や経営の実態等を踏まえて⾒直す。
○ 世話⼈の配置基準に応じた基本報酬区分を改め、サービスの提供時間の実態に応じて加算する報酬体系へと⾒直す。

介護サービス包括型の例（世話⼈の配置６:１以上）
【現 ⾏】共同生活援助サービス費（Ⅲ） 区分６︓583単位 区分５︓467単位 区分４︓387単位 区分３︓298単位 区分２︓209単位 区分１以下︓170単位（単位／⽇）
【⾒直し後】共同生活援助サービス費（Ⅰ） 区分６︓600単位 区分５︓456単位 区分４︓372単位 区分３︓297単位 区分２︓188単位 区分１以下︓171単位（単位／⽇）

特定従業者数換算方法（週40時間で換算）で利用者の数に対して⼀定以上の世話⼈⼜は生活支援員が加配されている事業所に対して加算する。
【新 設】⼈員配置体制加算（Ⅰ） 区分４以上 83単位／日 区分３以下 77単位／日 ＊特定従業者数換算方法で12︓1以上の世話⼈等を加配

⼈員配置体制加算（Ⅱ） 区分４以上 33単位／日 区分３以下 31単位／日 ＊特定従業者数換算方法で30︓1以上の世話⼈等を加配

③ 日中⽀援加算の⾒直し
○ ⽇中支援加算（Ⅱ）について、支援を提供した初⽇から評価を⾏うなどの支援の実態に応じた⾒直しを実施する。

【現 ⾏】 支援の3日目から算定可
【⾒直し後】 支援の初日から算定可 ＊介護サービス包括型及び外部サービス利用型を対象とし、⽇中サービス支援型は当該加算の対象外とする。

④ 個⼈単位の居宅介護等の利⽤の特例的取扱い
○ 令和６年３⽉31⽇までとされている重度障害者の個⼈単位の居宅介護等の利用については、重度障害者の受⼊体制の確保の観点から、特例的取扱いを延⻑する。

その上で、居宅介護等を８時間以上利用する場合については、所定単位数の100分の95に相当する単位数を算定する。

新基本
報酬

人員配置
体制加算

各種
加算

各種
加算

○ 受⼊体制を強化するため、重度障害者支援加算の評価を拡充するとともに、利用者の状態や環境の変化に適応するための初期のアセスメント等の評価を新設する。
【拡充】重度障害者支援加算（Ⅰ）︓（受⼊）360単位／⽇ ＊⾏動関連項⽬18点以上の者を受⼊れ、要件を満たした場合、さらに＋150単位／日

【新設】（初期）500単位／日 ＊180⽇間を限度。⾏動関連項⽬18点以上の利用者の場合、さらに ＋200単位／日
【拡充】重度障害者支援加算（Ⅱ）︓（受⼊）180単位／⽇ ＊⾏動関連項⽬18点以上の者を受⼊れ、要件を満たした場合、さらに＋150単位／日

【新設】（初期）400単位／日 ＊180⽇間を限度。⾏動関連項⽬18点以上の利用者の場合、さらに ＋200単位／日
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≪地域との連携等【新設】≫
① 利用者及びその家族、地域住⺠の代表者、共同生活援助について知⾒を有する者

並びに市町村の担当者等により構成される地域連携推進会議を開催し、おおむね
１年に１回以上、運営状況を報告するとともに、必要な要望、助言等を聴く機会
を設けなければならない。

② 会議の開催のほか、おおむね１年に１回以上、会議の構成員が事業所を⾒学する
機会を設けなければならない。

③ ①の報告、要望、助言等についての記録を作成し、これを公表する。

※ 外部の者による評価及び当該評価の実施状況の公表⼜はこれに準ずる措置として
都道府県知事が定めるものを講じている場合には、適用しない。

※ ⽇中サービス支援型における協議会への報告義務は、これまでと同様。
※ 上記規定は、令和６年度から努⼒義務化、令和７年度から義務化。

共同生活援助における⽀援の質の確保（地域との連携）

○ 障害者部会報告書において、
・ 障害福祉サービスの実績や経験があまりない事業者の参⼊により、障害特性や障害程度を踏まえた支援が適切に提供されない

といった支援の質の低下が懸念される。
・ 居住や生活の場であり、運営が閉鎖的になるおそれのあるサービス類型については、地域の関係者を含む外部の⽬を定期的に

⼊れることが、事業運営の透明性を高め、⼀定の質の確保につながるものと考えられ、介護分野の運営推進会議を参考とした
仕組みを導⼊することが有効と考えられる。

との指摘があった。

○ これを踏まえ、運営基準において、各事業所に地域連携推進会議を設置して、地域の関係者を含む外部の⽬（⼜は第三者による
評価）を定期的に⼊れる取組を義務づける。（施設⼊所支援も同様）
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⾃⽴生活援助・地域移⾏⽀援・地域定着⽀援の充実

○ 利用者の支援の必要性に応じて、おおむね週１回を超えて訪問に
よる支援を集中的に実施した事業所に対する加算を新設する。

③ 集中的な⽀援の評価（⾃⽴生活援助）

① 対象者の明確化（⾃⽴生活援助、地域定着⽀援）
○ 同居する家族に疾病、障害等のない場合でも、本⼈の生活環境が⼤きく変わるタイミングなどに手厚い支援が必要となる場合に、サービスが
利用できる対象者を明確化する。

② 基本報酬の⾒直し（⾃⽴生活援助、地域移⾏⽀援、地域定着⽀援）
○ 障害者の地域移⾏の推進や経営の実態等を踏まえ、基本報酬を⾒直す。
○ 効果的な支援の提供が可能と認められる場合には、⽉１回の訪問に加えて、テレビ電話等を活用した支援が可能となるよう、サービス提供の

方法を弾⼒化するとともに、支援の実態に応じた基本報酬区分を新設する。

④ サービス提供体制の推進（⾃⽴生活援助）

○ 併設する相談支援事業所において、地域相談支援の業務に従事する相談支援専門員を配置することで、⾃⽴生活援助事業所のサービス管理責
任者とみなすことができるよう、⼈員基準を⾒直す。

○ サービス管理責任者を常勤専従で⾃⽴生活援助事業所に配置する場合には、配置基準を60︓１とする。
○ 多様な事業主体の参⼊を促す観点から、現⾏、⼀定の要件を満たす障害福祉サービス事業者等に限定されている実施主体に係る要件を廃止する。

【新設】集中支援加算 500単位／⽉
＊⾃⽴生活援助サービス費(Ⅰ)において、⽉6回以上の訪問による支援を実施し
た場合に加算

⾃⽴生活援助 【現 ⾏】 ⾃⽴生活援助サービス費（Ⅰ）1,558単位／⽉（30⼈未満） 1,090単位／⽉（30⼈以上）
⾃⽴生活援助サービス費（Ⅱ）1,166単位／⽉（30⼈未満） 817単位／⽉（30⼈以上）

【⾒直し後】 ⾃⽴生活援助サービス費（Ⅰ）1,566単位／⽉（30⼈未満） 1,095単位／⽉（30⼈以上）
⾃⽴生活援助サービス費（Ⅱ）1,172単位／⽉（30⼈未満） 821単位／⽉（30⼈以上）

【新 設】 ⾃⽴生活援助サービス費（Ⅲ） 700単位／⽉ ＊居宅への訪問とテレビ電話等を活用した支援をそれぞれ⽉1回ずつ以上で算定
地域移⾏⽀援 【現 ⾏】 地域移⾏支援サービス費（Ⅰ）3,504単位／⽉ （Ⅱ）3,062単位／⽉、 （Ⅲ）2,349単位／⽉

【⾒直し後】 地域移⾏支援サービス費（Ⅰ）3,613単位／⽉ （Ⅱ）3,157単位／⽉ （Ⅲ）2,422単位／⽉
地域定着⽀援 【現 ⾏】・体制確保費 306単位／⽉ 緊急時支援費（Ⅰ）712単位／⽇ 緊急時支援費（Ⅱ）95単位／⽇

【⾒直し後】・体制確保費 315単位／⽉ 緊急時支援費（Ⅰ）734単位／⽇ 緊急時支援費（Ⅱ）98単位／⽇

自立生活援助
（Ⅰ）

自立生活援助
（Ⅰ）

自立生活援助
（Ⅱ）

【新設】
自立生活援助

（Ⅲ）

【新設】
集中支援加算

地域定着支援

27

124



地域における⾃⽴した生活を送るための機能訓練・生活訓練の充実等
① 社会生活の⾃⽴度評価指標（SIM）の活⽤と報酬上の評価（機能訓練、生活訓練）※宿泊型⾃⽴訓練を除く

○ 標準化された支援プログラムの実施と社会生活の⾃⽴度評価指標（SIM）に基づく効果測定を⾏い、これらの内容を公表している事業所を評価する。

③ピアサポートの専⾨性の評価（機能訓練、生活訓練）※宿泊型⾃⽴訓練を除く

○ 利用者の⾃⽴に向けた意欲の向上や、地域生活を続ける上での不
安の解消等に資する観点から、ピアサポートの専門性を評価する。
【新規】ピアサポート実施加算 100単位／⽉

機能訓練 【⼀部新設】 リハビリテーション加算（Ⅰ） 48単位／⽇ ＊頸髄損傷による四肢麻痺等の状態にある者又は現⾏の要件に加えてSIMを活⽤して評価を実施等した場合
生活訓練 【⼀部新設】 個別計画訓練加算（Ⅰ） 47単位／日 ＊現⾏の要件に加えてSIMを活⽤して評価を実施等した場合

⑥提供主体の拡充（機能訓練）
○ 病院及び診療所並びに通所リハビリテーション事業所において、

共生型サービス⼜は基準該当サービスの提供を可能とする。

⑤リハビリテーション職の配置基準の⾒直し（機能訓練）

高次脳機能障害を有する者への⽀援に対する評価

○ 高次脳機能障害に関する研修を受講した常勤の相談支援専門員を配置する相談支援事業所を評価する。

○ 高次脳機能障害を有する利用者が⼀定数以上であって、専門性を有する職員が配置されている通所サービスや
居住サービスを評価する。 【新設】高次脳機能障害者支援体制加算 41単位／日

○ ⼈員配置基準を⾒直し、看護職員、理学療法士と作業療法士
の他に言語聴覚士を加える。（生活介護も同様）

④⽀援の実態に応じた報酬の⾒直し（宿泊型⾃⽴訓練）
○ ⽇中支援加算について、支援を提供した初⽇から評価する。

② 基本報酬の⾒直し（生活訓練）
○ 障害者の地域移⾏の推進や経営の実態等を踏まえ、基本報酬を⾒直す。

生活訓練サービス費（Ⅰ）（例︓利用定員が20⼈以下の場合） 【現⾏】748単位／⽇ 【⾒直し後】776単位／⽇
生活訓練サービス費（Ⅱ）（例︓視覚障害者に対する専門的訓練の場合） 【現⾏】750単位／⽇ 【⾒直し後】779単位／⽇ ＊機能訓練も同様
生活訓練サービス費（Ⅲ）（例︓利用期間が２年間以内の場合） 【現⾏】271単位／⽇ 【⾒直し後】281単位／⽇

【現 ⾏】 支援の3日目から算定可
【⾒直し後】 支援の初日から算定可

【新設】高次脳機能障害支援体制加算（Ⅰ）60単位／日 ＊対象者あり
高次脳機能障害支援体制加算（Ⅱ）30単位／日 ＊対象者なし
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就労移⾏⽀援事業の安定的な事業実施

就労移⾏⽀援事業所の利⽤定員規模の⾒直し

○ 利⽤定員規模を⾒直し、定員10名以上からでも実施可能とする。

⽀援計画会議実施加算の⾒直し

○ 地域の就労⽀援機関等と連携して⾏う⽀援計画会議の実施を促進する観点から、会議前後にサービス管理責任者と情報を共有すること
を条件に、サービス管理責任者以外の者が出席する場合でも加算の対象とする。

○ この加算は地域の就労⽀援機関等と連携することにより、地域のノウハウを活⽤し⽀援効果を高めていく取組であることから、名称を
「地域連携会議実施加算」に変更する。

【⽀援計画会議実施加算】583単位／回
（１⽉につき１回かつ１年につき４回を限度）

・算定に当たっては、サービス管理責任者の会議参加が必須。

【現⾏】 【⾒直し後】

【地域連携会議実施加算】（Ⅰ）583単位／回
・算定に当たっては、サービス管理責任者の会議参加が必須。

【地域連携会議実施加算】（Ⅱ）408単位／回
・利用者の状況を把握し、支援計画に沿った支援を⾏う職業指導員、生活支

援員⼜は就労支援員等が会議に参加し、会議の前後にサービス管理責任者
に情報を共有した場合に算定。

※算定は(Ⅰ)(Ⅱ)合わせて１⽉につき１回かつ１年につき４回を限度とする。
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就労継続⽀援Ａ型の生産活動収⽀の改善と効果的な取組の評価
スコア方式による評価項目の⾒直し

○ 経営状況の改善や一般就労への移⾏等を促すため、スコア方式による評価項目を以下のように⾒直し。
・ 労働時間の評価について、平均労働時間が⻑い事業所の点数を高く設定する。
・ 生産活動の評価について、生産活動収支が賃⾦総額を上回った場合には加点、下回った場合には減点する。
・ 「生産活動」のスコア項⽬の点数配分を高くするなど、各評価項⽬の得点配分の⾒直しを⾏う。
・ 利用者が⼀般就労できるよう知識及び能⼒の向上に向けた支援の取組を⾏った場合について新たな評価項⽬を設ける。
・ 経営改善計画書未提出の事業所及び数年連続で経営改善計画書を提出しており、指定基準を満たすことができていない

事業所への対応として、新たにスコア方式に経営改善計画に基づく取組を⾏っていない場合の減点項⽬を設ける。

評価指標 判定スコア

労働時間 1⽇の平均労働時間により評価 ５点〜９０点で評価

生産活動 前年度及び前々年度における生産活動収支の状況により評価 ー２０点〜６０点で評価

多様な働き方 利用者が多様な働き方を実現できる制度の整備状況により評価 ０点〜１５点で評価

⽀援⼒向上 職員のキャリアップの機会を組織として提供している等、支援⼒向上に係る取組実績により評価 ０点〜１５点で評価

地域連携活動 地元企業と連携した高付加価値の商品開発、施設外就労等により働く場の確保等地域と連携した取組実績により評価 ０点〜１０点で評価

経営改善計画 経営改善計画の作成状況により評価 ー５０点〜０点で評価

利⽤者の知識及び能⼒向上 利用者の知識及び能⼒の向上のための支援の取組状況により評価 ０点〜１０点で評価

評価指標 判定スコア
労働時間 1⽇の平均労働時間により評価 ５点〜８０点で評価

生産活動 前年度及び前々年度における生産活動収支の状況により評価 ５点〜４０点で評価

多様な働き方 利用者が多様な働き方を実現できる制度の整備状況とその活用実績により評価 ０点〜３５点で評価

⽀援⼒向上 職員のキャリアップの機会を組織として提供している等、支援⼒向上に係る取組実績により評価 ０点〜３５点で評価

地域連携活動 地元企業と連携した高付加価値の商品開発、施設外就労等により働く場の確保等地域と連携した取組実績により評価 ０点〜１０点で評価

【現⾏】

【⾒直し後】
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○ 平均工賃⽉額に応じた報酬体系について、平均工賃⽉額が高い区分の基本報酬の単価を引上げ、低い区分の単価を引下げる。
○ 「利用者の就労や生産活動等への参加等」をもって⼀律に評価する報酬体系について、収支差率を踏まえた基本報酬の設定。
○ 多様な利用者への対応を⾏う事業所について、さらなる手厚い⼈員配置ができるよう、新たに⼈員配置「６︓１」の報酬体系を創設。

就労継続⽀援Ｂ型の工賃向上と効果的な取組の評価
平均工賃の⽔準に応じた報酬体系の⾒直し

平均工賃⽉額の算定方法の⾒直し

【新算定式】

※ 上記算定式の導⼊に伴い、現⾏算定方式における除外要件は廃止

定員
基本報酬

【現⾏】 【⾒直し後】
20⼈以下 556単位/⽇ 530単位/⽇

【目標工賃達成加算】（新設）1０単位／日
⽬標工賃達成指導員配置加算を算定している

事業所が、工賃向上計画に基づき、工賃が実際に
向上した場合の評価。

(１)「平均工賃⽉額」に応じた報酬体系

平均工賃⽉額 基本報酬
4.5万円以上 837単位/⽇
3.5万円以上4.5万円未満 805単位/⽇
3万円以上3.5万円未満 758単位/⽇
2.5万円以上3万円未満 738単位/⽇
2万円以上2.5万円未満 726単位/⽇
1.5万円以上2万円未満 703単位/⽇
1万円以上1.5万円未満 673単位/⽇
1万円未満 590単位/⽇

(２)「利⽤者の就労や生産活動等への参加等」を
もって一律に評価する報酬体系従業員配置６︓1（新設） 定員20⼈以下の場合

【短時間利⽤減算】（新設）所定単位数の70％算定
利用時間が４時間未満の利用者が全体の５割以上

である場合（個別支援計画で⼀般就労等に向けた利用時間延⻑
のための支援が位置付けられ、実際に支援を実施した場合、⼜は
短時間利用となるやむを得ない理由がある場合は利用者数の割合
の算定から除外）

○ 障害特性等により、利⽤日数が少ない方を多く受け入れる場合があることを踏まえ、平均利⽤者数を⽤いた新しい算定式を導入する。
【⾒直し後】【現⾏】

○ 前年度の平均工賃月額の算定方法は以下のとおり。
ア 前年度における各月の工賃支払対象者の総数を算出
イ 前年度に支払った工賃総額を算出
ウ 工賃総額(イ)÷工賃支払対象者の総数(ア)により１人当たり平均工賃月額を算出
※ただし、障害基礎年金１級受給者が半数以上いる場合は、算出した平均工賃月額
に２千円を加えた額を報酬算定時の平均工賃月額とする。

年間工賃⽀払総額 ÷（年間延べ利⽤者数÷年間開所日数）÷ 12 ⽉

従業員配置7.5︓1 定員20⼈以下の場合

地域協働加算（現⾏） 30単位/⽇

ピアサポート実施加算（現⾏） 100単位/⽉

定員 基本報酬
20⼈以下 584単位/⽇

従業員配置６︓1（新設） 定員20⼈以下の場合

基
本
報
酬

減
算

高工賃の事業所
を更に評価平均工賃⽉額

4.5万円以上

3.5万円以上4.5万円未満

3万円以上3.5万円未満

2.5万円以上3万円未満

2万円以上2.5万円未満

1.5万円以上2万円未満

1万円以上1.5万円未満

1万円未満

基
本
報
酬

加
算

単
価

引
上
げ

単
価

引
下
げ

重度者支援体制加算（現⾏） 22〜56単位/⽇

重度者支援体制加算（現⾏） 22〜56単位/⽇

加
算
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就労定着⽀援の充実
基本報酬の設定等
○ 実施主体の追加

・ 障害者就業・生活支援センター事業を⾏う者を追加する。
○ 就労移⾏⽀援事業所等との一体的な実施

・ 本体施設のサービス提供に支障がない場合、就労移⾏支援事業所の職業指導員等の直接処遇職員が就労定着支援に従事した
勤務時間を、就労定着支援員の常勤換算上の勤務時間に含める。

○ 就労定着率のみを⽤いた報酬体系
・ 利用者数と就労定着率に応じた報酬体系ではなく、就労定着率のみに応じた報酬体系とする。

定着⽀援連携促進加算の⾒直し
○ 地域の就労⽀援機関等と連携して⾏うケース会議の実施を促進する観点から、会議前後にサービス管理責任者と情報を共有すること

を条件に、サービス管理責任者以外の者が出席する場合でも加算の対象とする。
○ この加算は地域の就労⽀援機関等と連携することにより、地域のノウハウを活⽤し⽀援効果を高めていく取組であることから、名称を

「地域連携会議実施加算」に変更する。

【現⾏】
就労定着率

９割５分以上
９割以上９割５分未満

８割以上９割未満
７割以上８割未満
５割以上７割未満
３割以上５割未満

３割未満

就労定着率
９割５分以上

９割以上９割５分未満
８割以上９割未満
７割以上８割未満
５割以上７割未満
３割以上５割未満

３割未満

【⾒直し後】※利用者数は加味せず 【⽀援体制構築未実施減算】【新設】

就労定着支援終了にあたり、企業による
職場でのサポート体制や職場定着に向けた
生活⾯の安定のための支援が実施されるよ
う、適切な引き継ぎのための体制を構築し
ていない場合について、減算する。

【定着⽀援連携促進加算】579単位／回
（１⽉につき１回かつ１年につき４回を限度）

・算定に当たっては、サービス管理責任者の会
議参加が必須。

【現⾏】 【⾒直し後】

【地域連携会議実施加算】（Ⅰ）579単位／回
・ 算定に当たっては、サービス管理責任者の会議参加が必須。

【地域連携会議実施加算】（Ⅱ）405単位／回
・ 利用者の状況を把握し、支援計画に沿った支援を⾏う就労定着支援員が会議に参加し、

会議の前後にサービス管理責任者に情報を共有した場合に算定。

※算定は(Ⅰ)(Ⅱ)合わせて１⽉につき１回かつ１年につき４回を限度とする。

利用者数

20⼈以下

21⼈以上40⼈以下

41⼈以上

所定単位数の90％算定
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新たに創設される就労選択⽀援の円滑な実施①
○ 障害者本⼈が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本⼈の希望、就労能⼒や

適性等に合った選択を支援する就労選択支援を創設する。（令和７年10⽉１⽇施⾏）

対象者
○ 就労移⾏支援⼜は就労継続支援を利用する意向を有する者及び現に

就労移⾏支援⼜は就労継続支援を利用している者
○ 令和７年10⽉以降、就労継続支援B型の利用申請前に、原則として

就労選択支援を利用する。また、新たに就労継続支援A型を利用する
意向がある者及び就労移⾏支援における標準利用期間を超えて利用す
る意向のある者は、支援体制の整備状況を踏まえつつ、令和９年４⽉
以降、原則として就労選択支援を利用する。

基本プロセス
○ 短期間の生産活動等を通じて、就労に関する適性、知識及び能⼒の評価並びに就労に関する意向等整理（アセスメント）を実施。
○ アセスメント結果の作成に当たり、利用者及び関係機関の担当者等を招集して多機関連携会議を開催し、利用者の就労に関する意向確認を⾏うとと

もに担当者等に意⾒を求める。
○ アセスメント結果を踏まえ、必要に応じて公共職業安定所等との連絡調整を実施。
○ 協議会への参加等による地域の就労支援に係る社会資源や雇用事例等に関する情報収集、利用者への進路選択に資する情報提供を実施。

アセスメント結果を踏まえて
職業指導等を実施

ハローワーク等 企
業
等

一般就労等

本人と協同して作成したアセスメント結果を
支給決定等において勘案

就労移⾏支援事業所

就労継続支援Ａ型事業所

就労継続支援Ｂ型事業所

就労系障害福祉サービス利用

本人への情報提供等（随時）

就労選択支援事業所

障
害
者
本
⼈
と
協
同

②
多
機
関
連
携
会
議

①
ア
セ
ス
メ
ン
ト

③
関
係
機
関
等
と
の

連
絡
調
整

④
雇
用
事
例
等
の
情
報

収
集
、
情
報
提
供
等

就
労
系
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
希
望

障
害
者
本
人

計
画
相
談
支
援
事
業
所

計
画
相
談
支
援
事
業
所
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⽀給決定期間
○ 原則１ヶ⽉ １ヶ⽉以上の時間をかけた継続的な作業体験を⾏う必要が

ある場合は、2ヶ⽉の支給決定を⾏う。

基本報酬の設定等
○ 就労選択⽀援サービス費 1210単位／日
○ 特定事業所集中減算 200単位／⽉

正当な理由なく、就労選択支援事業所において前６⽉間に実施したアセスメントの
結果を踏まえて利用者が利用した指定就労移⾏支援、指定就労継続支援Ａ型⼜は指定
就労継続支援Ｂ型のそれぞれの提供総数のうち、同⼀の事業者によって提供されたも
のの占める割合が100分の80を超えている場合について、減算する。
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新たに創設される就労選択⽀援の円滑な実施②
実施主体
○ 就労移⾏支援⼜は就労継続支援に係る指定障害福祉サービス事業者であって、過去３年以内に３⼈以上の利用者が新たに通常

の事業所に雇用されたものや、これらと同等の障害者に対する就労支援の経験及び実績を有すると都道府県知事が認める以下の
ような事業者を実施主体とする。

就労移⾏支援事業所、就労継続支援事業所、障害者就業・生活支援センター事業の受託法⼈、⾃治体設置の就労支援センター、
⼈材開発支援助成⾦（障害者職業能⼒開発コース）による障害者職業能⼒開発訓練事業を⾏う機関等

○ 就労選択支援事業者は、協議会への定期的な参加、公共職業安定所への訪問等により、地域における就労支援に係る社会資源、
雇用に関する事例等に関する情報の収集に努めるとともに、利用者に対して進路選択に資する情報を提供するよう努めることと
する。

従事者の⼈員配置・要件
○ 就労選択⽀援員 １５︓１以上

・ 就労選択支援員は就労選択支援員養成研修の修了を要件とする。
※ 経過措置として、就労選択支援員養成研修開始から２年間は基礎的研修⼜は基礎的研修と同等以上の研修の修了者を就労

選択支援員とみなす。
・ 就労選択支援員養成研修の受講要件としては、基礎的研修を修了していることや就労支援に関して⼀定の経験を有している

ことを要件とする。
※ 基礎的研修の実施状況を踏まえ、当⾯の間（令和９年度末までを想定）は、現⾏の就労アセスメントの実施等について

⼀定の経験を有し、基礎的研修と同等以上の研修の修了者でも受講可能とする。
・ 就労選択支援は短時間のサービスであることから、個別支援計画の作成は不要とし、サービス管理責任者の配置は求めない

こととする。

特別⽀援学校における取扱い
○ より効果的な就労選択に資するアセスメントを実施するため、特別支援学校高等部の３年生以外の各学年で実施できること、

また、在学中に複数回実施することを可能とする。加えて、職場実習のタイミングでの就労選択支援も実施可能とする。
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